
＜行政文書の開示請求の流れ＞ 
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※１ 郵送にて開示することも可能です。（郵送の場合は、④の決定通知を送付する際に手続を案内します。） 

※２ 決定内容に不服がない場合は、⑤にて手続は完了となります。 

※３ 審査請求の内容によっては、審査会に諮問せずに却下又は認容の裁決を行うことがあります。 

※４ 認容の裁決が出た場合は、改めて開示等の決定を行います。 

①開示請求書提出 

 

⑦審査請求書を審査庁へ送付 

③市政情報コーナーに開示

決定等の通知 

④市政情報コーナー
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⑥審査請求書提出 

②開示請求書を担当課へ

送付 

⑧諮問 

 

⑨答申 

⑩裁決書の送付 

⑤市政情報コーナーにて開示の実施
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